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　はじめに－ラジオから聞こえてくること

　フィリピンでは、テレビは全国に４０局余り、ラジオは大小５００局以上もあり１、セブ市

を含むメトロ・セブ広域都市圏には、２４のFM局と１５のAM局が開設されている。数もさ

ることながら、フィリピンの日常生活において、きわめて普及度の高いメディアであると

いう点が注目に値する。FM局では音楽番組を中心に番組が構成されており、その放送は

町のいたるところ、タクシーやマーケット、ときには銀行や図書館においてさえ耳にする

機会が多い。いっぽうAM局はニュースや評論、トークショーやドラマといった肉声によ

る放送が多く、その内容は暮らしに密着したものが大半を占める。放送メディアとしての

フットワークの軽さは、日常生活における近接性という性格によるものであることは、疑

うべくもない。

　ラジオから聞こえてくることは、上記のようなバラエティに富む放送内容だけではない。

たとえば近代日本にラジオが導入された際、時間、距離、階級の超越といった特性、とり

わけ空間超越性は重視され、農村部に残存する前近代に優越する都市文化をもたらすもの

とされた。ニューメディアとしてのラジオは近代化の象徴的機関として、「前近代」を払

拭するものとしての期待を一身に集め、教養主義的社会教育の公器としてのラジオという

意味づけもなされるようになった２。空間超越性に関しては、フィリピン民俗社会の場合、

都市→農村という情報の流れ（これはコメンタリーといわれる評論番組に特徴的であ

る３）と同時に、農村→都市という流れが重要であると思われる。放送語を共有する聴取

者が、その空間的距離を極小化してひとつの仮想共同体としてのラジオ番組に参加する。

セブ市のラジオ放送の場合、セブアノ語を話す範囲であれば、かなりの遠隔地からでもそ
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１　［一谷　１９９２］
２　［黒田１９９９：１３９－１４１］。すなわち、ラジオ自体が新たな生活文化を創出する主体なのである。



川田牧人９６

の「声」は聞こえてくるのである。

　いっぽうラジオ放送が時間メディアであるという点に関しては、日本の場合とかなり異

なった性格を追究することができよう。竹山昭子は次のように述べている。「日常生活の

なかで時間とメディアが厳密に連動するという概念は、放送が始まるまでは存在しなかっ

た。…ラジオ聴取習慣の普及とともに人びとの時間概念はアバウトな「時間」から精密な

「時刻」へとしだいに移行し、同時に正確な時刻が社会共通の行動基準の地位を占めるよ

うになっていく」４。しかしフィリピンにおけるラジオ聴取の実態は、番組に会わせてダ

イヤルを合わせるといった「精密な時刻」指向であるよりも「かけっぱなし」であること

の方が多い。もっともこれは放送プログラムにもよるのであって、トークショーや情報番

組などが中心のAM局よりも、音楽を中心に放送するFM局により妥当することかもしれ

ず、放送プログラムの検討が必要である。スーパーマーケットやオフィスや銀行や時には

図書館の司書カウンターの隅で延々とラジオが「かけっぱなし」にされている聴取実態は、

むしろ区分された時刻をエンドレスな時間に置換するような装置として考えることができ

るかもしれない。時間の区分をキャンセルするだけではなく、場所特有の音をラジオの音

声に単一化するという効果も考慮に値する。場所Aでの「かけっぱなし」と同様のサウン

ドスケープが場所BでもCでも現出することによって、悠久に流れる時間の概念が共有さ

れ、それを先の空間超越性と絡めて考えると、ある種の同質の空間が拡張されていくこと

になる。すなわちラジオ放送で流される音による時間の均質化である。

　このように、ラジオから流れてくる音・声を聞き分けることには多様な意味があるが、

本稿ではとりわけ、ラジオというメディアが制度と関わる点についてほりさげたい。ここ

で制度として捉えるのは、第一には、メディアの活動そのものに影響をおよぼす外的な規

制・規範としての制度である。フィリピンにおけるラジオ放送は認可制をとり、相応の国

家行政部署がこれを管轄しているという意味で、まず形式的に制度の枠組が適用される。

本稿では、NTCとKBPというふたつの組織・機関を通して、ラジオ放送の制度的側面を

描写し、多重メディア環境５における社会的制度与件について考えたい。そのいっぽうで、

ラジオ放送自体、あるいはラジオ局の活動そのものが新たに制度的様相を帯び、内的な制

度となる側面（もしくは制度化の側面）があるように思われる。知識・情報を共有するこ

３　先行研究において、フィリピンのラジオを扱ったものは、管見のおよぶ限りきわめて僅少である。その中
で、本研究の調査対象地とフィールドを同じくするものとしては、［Mojares １９９８］。ここでモハレスは、ラ
ジオ評論番組でパーソナリティとなるコメンタリスタの言語技芸をとりあげ、一定の枠付けを与えながらも
聴取者たちに社会過程への参加意識を提供していると論じ、ラジオを「配分distribution」と「意思疎通
communication」の両用の機能をもつことを指摘している。
４　［竹山２００２：．４４］
５　多重メディア環境については、国立民族学博物館新領域開拓研究プロジェクト「多重メディア環境と民族
誌」研究会（飯田卓代表）への参加を通して多くの知見を得ることができた。『民博通信』１０２号特集「マス
メディアと向き合う人類学」参照。
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地図１：セブ市中心街におけるラジオ局のロケーション
（四角囲いはFM局、丸四角囲いはAM局を示す）
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とによって行為者に一定の行動を促したり行為主体を創出したりする側面も、制度という

視点から捉えることができるのではないか。そのような意味で、ここでの行為主体とは、

制度と真っ向から対峙してそれを無制限に改編したり無から創出したりする主体ではあり

えないのであって、むしろ制度的規制によって立ち上がるような主体の概念を、ラジオ局

をめぐる人々の活動から見いだしたい６。ここに、本研究が共通の課題として「行為主体

と制度的枠組」、すなわちルールとプレーヤーの問題７を、ひとつの地平で扱おうとした

意図があったと考える。

　以下では、セブ市におけるメディア環境、とりわけラジオをめぐるその実態、ラジオを

めぐる外的制度の側面、行為体としてのラジオ聴取者の各点について、調査報告をおこな

い、若干の展望を示したい。

　１　セブ市のラジオ局

　まずセブ市におけるラジオ局を、空間的に捉えてみたい。前頁の地図は、セブ市内のラ

ジオ局のうちいくつかをドットしたものである。セブ市は北の丘陵地帯から南の港湾部ま

での比較的狭い土地に中心市街地が展開しており、山の手は高級住宅街や高級ホテル、そ

れに対して港湾部近くのダウンタウンは商店街や一般住宅が密集する。この市街地には、

表１に示したFM／AMの放送局の大半が散在しているが、一般的傾向として、FM局は

山の手に、AM局はダウンタウンにというロケーション上の特徴がある。これは後述する

放送局へのアクセスの問題と関連する。

　各局のコールサイン、周波数、通称などをまとめたのが表１である。コールサインと周

波数は、後述するNTCより割り当てられるもので、通称とは各局が放送中のジングルな

どで用いる局の自称である。一般聴取者にはコールサインや周波数を言ってもどの局であ

るかわかることが少なく、通称の方が普及している。

　ターゲット欄のABCDE指標とは、マーケットリサーチなどに用いられる社会経済階層

の指標であり、表２のような分類がなされている８。ラジオ局が各自、自局のターゲット

６　本稿のタイトルに「行為体」なる語を用いたのも、制限なき主体、手放しで自由が保障された主体ではな
く、あくまでも一定の制度的枠組の中で立ち上がってくる概念として主体を捉えるためである。「行為体」に
ついては、本稿の終わりに再度検討する。
７　「ルールとプレーヤー」という置換は、２００２年１２月２１日に鹿児島大学多島圏研究センターで開催された多
島域フォーラム「制度を生きる人々」において、安里和晃氏から寄せられた質問によっている。ルール＝制
度、プレーヤー＝行為主体、というのは即妙な置換ではあるが、その相互依存的生成という点において、制
度によって主体が立ち上がるという側面を取り落としてしまうことになるのではないか。ともあれ、上述の
ようなことを考えさせてくれる契機となった安里氏のコメントには感謝したい。ならびに、シンポジウムに
参加してコメントを下さった他の方々にも、この場を借りてお礼申し上げたい。
８　［Arroyo １９９０］の記述に従い、筆者が表化した。
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を示すのは、言うまでもなく、コマーシャルを取り付けるときにスポンサーに自局番組の

聴取者層を示すためである。表２によれば、AからEに向かうにつれ、住居の構造や所持

する家具などのランクが下がるが、ここで重要なのは、最下位のEランクにおいても、ラ

ジオを所有しているということである。

　次に、番組内容について概観しておきたい。

　日本のFM放送と似て、フィリピンにおいてもFM局の番組は大半が音楽番組であり、

通常、数時間ごとに大まかに構成されている。音楽ジャンルについては、局によって特定

の傾向がある場合もあるが（たとえばDYXLはレゲエを中心とした選曲をする局である

　　表１：セブ市内およびメトロ・セブのラジオ局
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　表２：ABCDEマーケットリサーチ指標

　表３：FM音楽番組プログラムの例(DYES Yes!FM (102.7Mhz)の場合）

など）、そのような特殊な局を除いて、なるべく偏りのない選曲をする。表３は、ある

FM局のウィークデイの番組構成であるが、各時間帯に傾向を持たせ、全体として若者か

ら熟年者までまんべんなく聴取者をカバーできるよう、番組が編成されている。さらに細

かい楽曲の配分は、表４に示したとおりである。各局・各番組では、番組中に放送する楽曲

のリスト（通称プレイリスト）が用意されている。これは事前にスタジオ・マネージャーが

家具、所有物など住　　居　　の　　特　　徴

６．家政婦雇用
５．戸主の高学歴
４．料理用レンジ
３．ステレオ
２．カラーＴＶ
１．ラジオ

重量資材を使用し、きわめて手入れの行き届き修理不要
な家屋。芝地や庭園を有し、（高級）住宅街に立地。AB

重量および軽量資材を使用し、ある程度手入れされた家
屋。庭は有もしくは無、一般住宅街に立地。C

軽量資材を使用し、概して概観は貧相。庭なし、最小の
家財道具。住宅密集地に立地。D

狭小で荒廃した一時的構造の家屋。家財道具は不十分で、
窮屈なスラムに立地。E

ラブソングと静かな曲が中心YES! and You000

「ピノイ・ジュークボックス・サウンド」と洋
楽中心YES! Your Morning400

ロックとメロータッチの音楽と、ニュースMorning YES!600

ヒットチャート曲、オールディーズなどMid-Morning YES!900

新曲やダンス・ヒットチャートなどを紹介Mid Day YES!1100

家庭での「シエスタ」、オフィスでの休息などに
合わせ、ラブソング、ライトミュージックなど。Yesterday, YES! Today1300

新曲とオールディーズのミックス3 to 5 Drive1500

フォーク、ロック、カントリーなど比較的古い
名曲を紹介YES! Before Dark1700

ヒット曲を中心にした３時間。YES!  YES! Show1800

ロマンチックでリラックスした曲調の音楽YES! By Night2100
2400
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　表４：FM局のプレイリスト（W Rockの２００１年７月３０日月曜日、午後８時台の例）

単独もしくは担当DJと相談の上作成するものであるが、表４は２００１年７月３０日午後８時

台に放送された曲である。タイトルを見ただけではわからないものもあるが、「カテゴ

リー」欄に示された分類にしたがって、それらが特定カテゴリーだけに集中しないよう、

ミックスして放送プラグラムを考案するのである。

　この「カテゴリー」は、W Rockの場合、表５のように分類されている。G１やG２が

もっともかかることの多い曲であるが、PDやTLといった試験的な曲も番組内に組み入れ

られている。ここで注目すべきはOPの略号である。これはOPM：Original Pilipino 

Musicの略称で、一般にもOPMの略称は音楽ジャンルとして認知されている。この音楽

ジャンルの扱いについては、後にふれる。

　次にAM局であるが、こちらはFM局のように番組表をシンプルにまとめることができ

ない。一日の放送時間が１５～３０分の短い番組が数多く組まれ、その放送内容も多岐にわた

るからである。それでもあえて傾向を示せば、ニュースと報道番組、評論番組、ドラマ、

バラエティや電話相談などの聴取者参加番組が多いということである。FM局のようなDJ

スタイルの音楽番組はほとんどない。

　表５：楽曲カテゴリー（W Rockの場合）

 

Run TimeCategoryArtistTitleTrackCD
04:08G1Glennis GraceHere I Am0641
04:36G2KlymaxxI'd Still Say Yes14107
03:52PDWhitney HoustonCould I Have This Kiss Forever08136
03:27LCBarry ManilowThis One's for You0341
04:34CUSisqoIncomplete01145
03:29G2Jack WagnerAll I Need0248
03:18OPOgie AlcasidFor All We Know03150
03:30G1Bevery CravenPromise Me0118
03:59TLRonan KeatingThe Way You Make Me Feel10145
03:19LCCat StevensMorning Has Broken0217
04:49G1Whitney HoustonI Have Nothing1145
04:56G2TotoI Won't Hold You Back0918

90年代のポップ・ロックG1

80年代のポップ・ロックG2

リクエストはあってもなかなかかからないアップビートの曲。80～90年代が中心。PD

50年代から60年代のオールディーズ（Classicsと呼ばれている）LC

2000年以降の新しい曲（Current）。CU

OPMOP

まだ流行していない新曲。試しにかけてみて、リスナー受けを探る。TL
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　たとえ音楽を提供する番組でも、工夫が凝らされている。DHPPの人気番組

「Handomanan sa usa ka Awit（思い出のあの曲）」は、リスナーに思い出の曲をそれに

まつわるエピソードとともに紹介してもらい、その思い出話にもとづいて書かれたシナリ

オをドラマ仕立てで放送し、ドラマの最後にその曲がかかる、という構成である。聴取者

から情報を得てシナリオを作成する番組としてほかに、やはり人気番組の「Kini ang 

Akon Suriran（これが私のトラブルだ）」がある。DYHPのプロデューサーによれば、人

気番組の秘訣は、とくにドラマの場合、３０分以内で一回聞ききりのスタイルにすることで

あるといわれる。実際、「Suriran」は１７年続いた長寿番組である。

　もう一点、AM局の番組傾向として指摘できるのは、「ボンボ・パトロール」、「バンタ

イ・レポート」などの生活レポート番組である。聴取者から具体的な生活上の苦情を受け

付け、行政サービスの不備や警官の不祥事、労働問題などについての現地レポートをおこ

なう。局のスタッフが取材する場合と、現地レポーターからの無線連絡でのやりとりを放

送する場合とがある。DYDD（バンタイ・ラジオ）はセブ州で広範に聴取されるポピュ

ラーなAM局であるが、全ビサヤに３０００人のボランティア・レポーターがいる。彼らはム

ニシパルごとに一つずつ配布された無線機で、事件があるとレポートすることになってお

り、このボランティア・レポーター養成のために局は各ムニシパルで基礎セミナーを開催

している。いっぽう局には１７人のスタッフ・レポーターがおり、州庁担当（１名）、市役

所担当（１名）、メトロ・セブ（ラプラプ、マンダウエ各市）担当（１名）、リージョン担

当（１名）、警察担当（３名）、ニュース原稿執筆担当（４名）、ニュース・センター担当

（４名）などがいる。彼らも、政治問題、事故、災害などのときには、地方に派遣される

ことがある。

　２　ラジオに関する制度的側面

　さて、ラジオをめぐる制度的側面について触れてみたい。フィリピンにおけるラジオ局

に関する規制は、おもにNTCとKBPというふたつの組織がかかわっている。

　NTC（National Telecommunications Commission；国家通信委員会）は、国家機関で

ある運輸通信省（Department of Transportation and Communication）下におかれる一セ

クションである。ラジオ放送局開設の際には、このオフィスより認可を得、周波数とコー

ルサインを割り当てられる。セブ市全域の放送局情報を一括して管理するのは、このセク

ションだけである。

　いっぽうで、KBP（Kapisanan ng mga Brodkaster ng Pilipinas；フィリピン放送局協

会）は、各放送局の任意で組織された自主規制団体である。放送事業従事者自身によるメ

ディア産業の適正化、放送水準の向上などを目的として、１９７３年に設立された。テレビ・



制度と行為体的聴取者―セブ市のラジオ放送から聞こえてくること／見えてくるもの― １０３

コードとラジオ・コードを制定しているが、KBPの公式サイトによると９、序文の後につ

づく番組基準は下記の通りである。

　Ａ．ニュース

　Ｂ．公的見解と論評

　Ｃ．共同体への責任

　Ｄ．政治放送

　Ｅ．開発とナショナリズムの支援

　Ｆ．私的な告知

　Ｇ．公的苦情

　Ｈ．性と暴力

　Ｉ．ドラマ番組

　Ｊ．未成年向け番組

　Ｋ．クイズ番組

　Ｌ．音楽番組

　Ｍ．集金目的の制限

　Ｎ．宗教番組

　Ｏ．医療・法律相談番組

　Ｐ．その他一般放送基準

サイトではこの後に、CM基準が掲載されているが、ラジオ番組の放送内容に関する規制

は、このラジオ・コードにもとづいてなされるわけである。以下、このKBPラジオ・

コードを詳細に検討していきたい。資料ナンバーは、筆者が本稿の記述の便宜上付したも

のである。

　この資料を本稿の文脈で読み解いていく論点はいくつかあり、それらはまず序言に集約

的に見出される。まず、国家の発展におけるメディアの社会的使命が確認される。ここに

は、メディアの公的性格、ならびに公平性といった側面と、ナショナリズムにまつわる側

面が示唆されている。

　序言

１）フィリピンにおける放送は、自由を希求する人々の希望と夢を包含しあるいは反映

すべきである。

２）放送は、我が国の文化的、社会的、経済的成長と発展のダイナミックな要因である。

３）放送は公共に対し迅速で永続的な影響を与えるべきであり、そのことは、高次の意

９　http://www.kbp.org.ph/radioCode00.html（２００３年３月末日現在）。以下、各条文については、筆者が邦訳
したものを用いる。
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味での責任と、道徳、公正さ、誠実さを識別できる判断力を要請するものである。

４）放送は、あらゆる人の権利と感覚への尊敬を維持するために、家族や世帯の誇りと

尊厳を保護するために、個人の尊厳の神聖さを護るために、そしてまた国家の統合を促

すために、文明社会の資産と慣習を維持する責務を負う。

　まず公的性格であるが、ニュース番組に関する規定（項目A）では、ラジオがもっとも

一般市民に達しやすいメディアであることが述べられる。「競合上の優位」とは、他のメ

ディアと比較してのことであって、たとえばテレビは普及率という点で、また新聞は文字

から情報を得ることの慣習性という点で、ラジオには及ばないわけである。日常、人々が

ニュースに触れる頻度がもっとも高いのがラジオであるがゆえに、そこから発せられる

ニュースや報道番組は公的性格を帯びることがうたわれている。

A－１）ラジオはもっとも広範に達するメディアであり、最大多数の聴取者に影響を及

ぼしうるものである。しかしながらこの競合上の優位は、とりわけニュース報道ならび

に公共問題において、きわめて注意深く取り扱われなければならない。

A－２）このニュース・コードは、ニュースの報道ならびに今日的問題、公共問題の取

材において最も高度な水準を促進するものである。要するに、この規程は報道の自由に

ともなう責任を強調するものである。

A－３）ニュースの頻度と提供時間の監督に従うために、各局は毎年１月、もしくは放

送スケジュールを改編するたびごとに、KBP放送水準当局にニュース番組スケジュー

ルとその放送時間を届け出なければならない。

A－４）各局は、一日につき最低４５分（朝５時から夜１０時の間）、月曜から土曜は一回

につき１分、５分、１０分、もしくは１５分の長さのニュース放送を要求される

　生活苦情番組（項目G）に関する規制では、あくまでも個人の生活環境を取り巻く諸問

題が苦情として寄せられることはいうまでもない。しかし、「公共の福祉に関する問題の

みを取り扱うことができる」という規制を設けることによって、個人はあくまでも対象で

あって目的ではない、つまりその個人の問題のみを解決することが目的なのではなくて、

社会問題を生活苦情という側面から当事者でない一般聴取者にも認識させることが目的な

のである。

G－１）個人または合法の団体による苦情は、それが公共の福祉に関する問題のみとり

あつかうことができる。特定個人または個人的問題を取り扱ってはならない。

G－２）いかなる苦情であれ、それが放送される前に、放送局はその個人または組織の

合法性を裏付けなければならない。
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　このほかにも、宗教番組（項目N）や医療・法律相談番組（項目O）などにおいても、

公的性格という特徴を見出すことができる。これらはすなわち、宗教や医療、法律などに

関する情報が公的に流通されるべきものであることを認めているわけである。

N－１）放送局は適当な機会において、宗教番組を放送することができる。宗教番組は

責任、知識、教養のある個人、団体、組織によって、聴取者が社会における宗教の役割

を確立する観点から提供されなければならない。

O－１）医療、法的アドバイスは、正統な資質をもち正式に認可された専門家以外に

よってなされてはならない。認可されない不適任な人物による病気の診断や患者への処

方は、いかなる状況下でも認められない。

　公的性格から生じる特徴としては、聴取者に対する公平性の保障があげられ、この点も

ラジオ・コードでは強調される。これは、一般に「コメンタリー」と呼ばれる評論番組に

関する規制（項目B）に目立っている。とくに政策評論などにおいては、賛否をめぐる論

争的性格を帯びるのは、番組の性格上さけられないことであるが、「対立する両陣営」が

平等にあつかわれること、「個人的バイアス、偏見、不正確で誤解を含む情報など」を排

除することなどが指導される。のみならず放送トピックの選定自体が、公平性の感覚のも

とに放送されることが要求されている。

B－１）ラジオは論争的性格のある公的問題を責任ある観点から表現するために、価値

ある批判的形態を提供する。生活や公共福祉に影響する問題の対立する両陣営について

は、公平な表現の精神で提供されなければならない。

B－２）公的問題に関する議論は、その番組のみが独善的に当該問題を扱っているとい

う印象が生まれないようなやり方で放送されなければならない。

B－３）公的出来事に関する番組は、公的問題を個人的バイアス、偏見、不正確で誤解

を含む情報などを排除して放送しなければならない。品位を欠いた話し方や公序良俗に

反する激情は、不必要な不安をかき立てたり暴動を扇動したりするおそれもあるため、

用いてはならない。さらに放送局は、バランスのとれた問題の議論を提起するようつと

めなければならない。国家の安全に関する事項は、最上の注意を持ってとりあつかわな

ければならない。

　番組が対立する意見をあつかうコメンタリー番組に公平性が求められるのは、ある意味

では当然であるといえるかも知れないが、このような規制は、音楽番組に対する規制（項

目L）においてもみられる。L－２）は選曲がいかなる圧力からも自由であることを要求
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し、企業などの営利によって公平性が犯されないようにするもの、L－３）はレコード会

社と放送局の癒着を禁じた規制であって、ともに公平性を確保するための規定である。ま

た、とくにFM局の放送においては、トップヒット・チャートを順に紹介していく番組

（日本で言うところのベストテン番組）が相当数あるが、その順位を任意に操作すること

を禁じているのがL－４）である。また、L－５）については、前節の表４に示したよう

に、同一曲のみならず類似曲が重ならないよう、楽曲カテゴリーをシャッフルしたように

して、番組を構成する取り組みを確認することができる。もっともこれは、公平性という

点もさることながら、聴取者が飽きないようにする工夫であると解することもできる。

L－２）音楽番組の基本方針は各ラジオ局の直接的責任であり、いかなる団体の外圧に

よる介入、干渉、影響なども受けるべきではない。

L－３）放送局員はいかなる金品や労働サービスをも、レコード放送の見返りに受け

取ってはならない。

L－４）トップヒット・チャートは、その順位が実際のレコード売り上げ、リクエスト

数、放送回数などを反映したものである場合に限り、認められる。

L－５）ひとつの曲を同一時間帯もしくは次の一時間にかけてはならない。

　音楽番組に関する規定には、このような放送の自由を保障するような条文と矛盾するよ

うな項目も含まれている。L－１）やL－６）がそれであるが、これらはフィリピンの音

楽産業の保護・育成のために設けられた規制であるといえる。ところが実際には、L－

１）には罰則規定がなく、規定通りに放送プログラムを組んでいる放送局はほとんどなく、

とくにFM局から流れるのは、大半が洋楽である１０。

L－１）放送局は全て、フィリピン人の音楽を育成・発展させるため、積極的に促進し

なければならない。ラジオ局は、現存する法律条項ならびにKBPの規定にしたがって、

OPMをスケジュールに組み入れ、毎時間４曲のOPMを放送すべきである。

L－６）あらゆる局は、フィリピン人の価値観に反する内容をもつ曲を放送してはならな

い。

　音楽番組の上記のような諸規定に対して、いかに放送局側が実際に対応しているかにつ

いて、FM局のマネージャーへのインタビューを紹介する。

１０　フィリピンのポピュラー音楽において、これまでもっとも商業的に成功した（ヒットした）曲は、Ted Ito
の「Ikaw Pa Rin」であるといわれているが、これは徳永英明が歌った「最後の言い訳」のタガログ語バー
ジョンである。つまり外国曲ということになるのだが、市中のカセット屋ではOPMのジャンルに分類されて
売られており、リスナーもOPMと認識していた。OPMの範囲は確固としたものではないのである。
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　「毎週金曜日だけはDigital Recallという特集で、７０年代、８０年代のオールド・ポップ

を放送するが、その他の日は毎日、ビルボードのTop ４０を参考にしながら、ヒット

チャートを流す。夕方６時から７時まではDrive Time Jazzと銘打って、別ジャンルの音

楽を流すが、その他の時間帯はたいてい、ターゲットの１８－３４歳の男性好みのR ＆ Bや

Hip-Hopである。いつチャンネルを合わせても、ヒット曲が聴けるというのがメリットで

あるが、同じ曲を何度も流すとリスナーは「この曲は何度も流れる」とクレームをつけて

くるので、４～５時間をサイクルにして少しずつ変えていく。規約では１時間に最低４曲

はOPMを流さなければならないが、１曲だけのときもあり、べつにペナルティもない。」

（DYCD Kiss FMマネージャー）

　ラジオ・コード条文からも推定されるように、トップヒット・チャートの紹介番組にお

いては、規定通り、公平性を重視する「客観的」トップヒット情報が参照されているが、

同一曲の重複放送については、規制があるからというより、聴取者の反応に応じてという

理由の方が大きいようである。またOPMに関する規制は、完全には守られていない。

　ところで、OPMに関する規制からは、ラジオ・コードにおける第三の特徴であるフィ

リピン文化についての言及を読みとることができる。これは、音楽番組に関する規定のみ

ならず、他の項目にもひろく見出される性格である。そもそもラジオ・コードには、「発

展とナショナリズムの支援」（項目E）が設定されており、ラジオ放送が国民の教育・文

化・社会・経済的生活に直結するものと認識し、「フィリピン人アイデンティティ」や

「愛国心を助長」すべきものであることが謳われている。

E－１）あらゆる放送局は、国家の発展のために貢献すべきであり、国民の教育的、文

化的、社会的、経済的向上を促進すべきである。

E－２）あらゆる放送局は、フィリピン人アイデンティティの表現を提供し、愛国心を

助長し、芸術、科学、文化の伝統と発展を保護しなければならない。

E－３）番組は、フィリピン人の創造的才能を用いるようつとめなければならない。

ラジオ番組は、家庭、学校、宗教団体、政府団体における教育的、文化的影響を増大させ、

補足していくものでなければならない。

また、ドラマ番組に関する規制（項目Ⅰ）においても、次のような項目が見られる。

Ⅰ－３）ドラマはフィリピン民族の文化、価値観、信念、宗教、慣習、伝統を侮辱嘲笑

してはならない。

ここから逆に、KBPがいかなる文化的価値観や慣習・伝統をフィリピン独自のものとし
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て尊重すべきだと考えているかという課題が生じる。この課題については今後、個々の番

組の研究を通して詳細に抽出されなければならないが、ドラマ番組に関する他の項目を見

ると、メディアを通して醸成される国民的価値観について、一定の方向性をうかがい知る

ことができる。

Ⅰ－１）ドラマ番組は創意工夫を凝らしたものであり、高度な創造性を反映したもので

あるようつとめなければならない。

Ⅰ－２）ドラマは優良な道徳的・社会的価値を強調すべきである。加えて、表現上の健

全さを断念して、以下を回避すべきである；いかに犯罪が遂行されたかを詳細にわたっ

て表現すること；聴取者を恐怖に陥れ感覚を攻撃するような音響や効果；法の執行者な

らびに正式に任命された当局の品位を落としたり嘲笑したりすること。

Ⅰ－４）ドラマは生活の現実的な描写を心掛けるべきである。人生の荘厳で悲劇的な側

面は現実的である。

　さらに、ラジオ・コードにみられる啓蒙的性格を指摘することができる。番組全般にわ

たる放送基準（項目P）には、その傾向が色濃くあらわれる。

Ｐ－１）飲酒の悪習、薬物の使用などは、社会的に望ましくなく容認しがたいものとし

て描写すべきである。

Ｐ－２）賭け事を社会的に有用なものとして、あるいは良俗として、世間一般で奨励さ

れているものとして描いてはならない。

Ｐ－３）予言などの迷信および疑似科学的信仰の描写は、物語の展開に必要とみなされ

ない限り、望ましくなく、描写される場合にも、思慮深く扱わなければならない。

Ｐ－４）迷信、超自然的力、予言、性格判断、妖術、オカルティズム、集団催眠、心霊

治療、およびその他の関連事項は、それらが真実で正しいものだという信念を助長する

ように描いてはならない。また、騙されやすく、無知で、文字を知らない、無能な、無

学のものたちに不利をもたらしたり不正に利用したりするものであってはならない。

これらには、公序良俗を奨励するという側面と、「無学文盲」の者に対する啓蒙、という

二点の含意を見出すことができる。公序良俗や啓蒙の背景になっているのは、「科学」で

あり、ラジオの啓蒙主義的な性格が浮かび上がってくる。これは既出の黒田勇の指摘にも

うかがわれるラジオの近代メディアとしての性格である１１。

　しかしその一方で、ラジオ聴取者とは、この制度的規制によって一方的に保護されるよ

うな、イノセントでバルネラブルな人々であるのか、という点が問題になってくる。一方

的に保護される存在であるならば、聴取者は制度に対する既成の対象として固定されてし
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まい、そこには制度に対するリアクションを動態として読みとることは困難である。しか

し実際には、ラジオを聴く人々というのは、それほど「おとなしく」聴いているだけでな

く、まさに「アクティブ・リスナー」としての姿をかいま見せる。そしてこの「アクティ

ブ・リスナー」としての姿が制度を通して立ち上がってくるならば、制度と不可分に関連

した行為主体という本研究課題への見通しも、彼らの姿から得られるはずである。そこで

次節では、ラジオ聴取者の側に焦点をしぼって考察をすすめたい。

　３　ラジオを聴く人々

　ここでは放送局関係者へのインタビューを通して明らかになってくる聴取者像に関する

資料をとりあげたい１２。

　「１９６３年にセブ局をもった当初は、Park Place Hotel（当時はRaja Hotelといった）の

ビルにあったが、このホテルは五つ星ホテルなので、スリッパ履きのリスナーがたくさん

訪れることを禁止し、そのためにGill Mallに移った後、現在のダウンタウンに移ってき

た。番組はリスナー参加番組が多く、くじ引きで景品（米１サック、Tシャツなど）をあ

ててもらうようなゲーム番組もある。とくにAM局の場合、リスナーが気軽にやってくる

ことができるロケーションが必要であるので、現在の場所はそれに適している。このよう

なゲーム番組は、フィエスタの時のプログラムのようである。ラジオ番組がフィエスタに

影響し、またその逆もしかりである。いずれにしても人々の日常の娯楽を取り入れた番組、

日常とかけ離れない番組づくりが肝要である。」（DYHP "HP" マネージャー）

　ちょうどこのインタビューの折り、リスナー参加番組が始まるところで、スタジオの前

には大勢のリスナーが詰めかけていた。また、スタジオ前の廊下には、番組提供会社の

キャンペーン応募用の箱がたくさんおかれていた。ここに応募用紙を投入するためにも、

リスナーが頻繁に訪れているようであった。このことは、地図１でみたように、セブ市内

において放送局がFM局とAM局とで棲み分けの様相を呈していたことの根拠を示してい

る。AM局は、その番組作りの基本コンセプトにおいて、聴取者との近接性という特徴が

きわめて重要である。上記のようなバラエティ番組における聴取者参加は、そのひとつの

要因である。このようなゲーム番組が、フィエスタの際の娯楽と互換性がある（フィエス

１１　［黒田　op. cit.］
１２　本科研課題に関する現地調査は、２００１年７月２２日から８月５日、ならびに２００２年９月５日から１７日におこ
なったが、ラジオ聴取者自体の調査研究は、未だ調査継続中である。
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タの時のような雰囲気を放送に伝える、また逆に、ラジオでやっていたゲーム企画を村々

でフィエスタの際に再現する）ということは、AM局の放送が、聴取者の日常生活と密接

な関連があることを示している。したがって、聴取者が気楽に訪問できるロケーションに

立地していることがAM放送局の条件なのである。それに対して、FM局は音楽番組が中

心であるため、とくにダウンタウンに立地していなければならないという必要条件はない

のである。

　「G．K．は以前はNUのDJをしていたが、レゲエを専門にかけるこの局に移ってきた。

自らも「ハランベ」というレゲエ関係のプロモーション・グループ（コンサートの企画、

チケットのブッキングなどをおこなう）を組織するほどのレゲエ好きだからだ。

　DJにとっての必需品は携帯電話である。この局には一日１００通ほどのリクエストがある

が、その大半は携帯電話の textingであるからだ。リクエストの常連を「ラジオ・ジャン

キー（もしくはプロフェッショナル・リスナー）」と呼んでいるが、彼らは別にリクエス

トがないときでも電話をかけてくる。彼らの多くは高校生で、局を訪ねてくることもある

ので、顔も知っている。」（DYXL "Live It Up" DJ）

　この局はレゲエ中心のFM局であるが、スタジオ訪問中、一人の女子高生が、ジェイソ

ンという別のDJにことづけ物をもってきた。FM局でリスナー訪問の場面に出くわした

のは、この一回きりであった。この局が下町にあるからであるが、音楽番組中心のFM局

の場合、聴取者との接触はほとんどが曲のリクエストに限られる。しかしこの談話でも触

れられているように、電話によるリクエストにかわって主流をなしつつあるのが texting

（携帯メール）による接触である。textingはとくに、談話中「ラジオ・ジャンキー」と

呼ばれる固定の聴取者との間でやりとりされることが多く、このようなやりとりによって

DJとの直接的対面関係が創り出されていく。ラジオの公的性格という側面とはまた別に、

ラジオ・メディアはきわめてパーソナルな空間を作り出す作用をももっていることを考察

する際に、このような聴取者の行動を把握する必要がある。

　さて、聴取者がラジオ局を訪問するのは、上記のようにバラエティ（ゲーム）番組に参

加する、音楽のリクエストをするということのほかにもう一点、生活レポート番組への情

報提供や苦情の訴えという重要な目的がある。ボンボ・ラジオを訪ねた際、入り口のフロ

アにいたリスナーの一人が、私に「薬を買うお金がない。子供が病気なんだけど、近くの

病院は、治療代が高すぎて行けない。何とかしてもらえないだろうか」と話しかけてきた

ことがあった。おそらく私をラジオ局の人間と間違えたのであろうが、「ボンボ・パト

ロール」とか「バンタイ・レポート」などの生活レポート番組で医療費の高さをレポート

する企画が生じるのは、このような苦情の訴えに端を発する。もちろん当人は子供の病気

に対する医療サポートが目的であって、番組への情報提供は二の次であろうが、そのよう
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な差し迫った生活上のニーズに対し、ラジオ局は当面の訴え窓口となりうるのである。

　「１３年間、DYIOでDJをつとめ、その後、独立して１９９５年にこの放送局を開設した。

当時アヤラ・センターができたばかりであったが、こういうショッピングモールが今後た

くさんできるようになると、人々は休みになるとモールに遊びに来るようになるだろうと

いう予測のもとに、アヤラ・センターに開設した。香港にはひとつあったが、フィリピン

では初のモール・スタジオだった。DJ時代はマニラでマネージャーなどの業務もしてお

り、自分の局が持ちたいと思ったので、その後、アメリカにわたり、装備などを調達した。

（開設には１２００万ペソかかった）。当時はフィリピンではアナログ放送だけしかなかった

ので、デジタル放送を取り入れようとした。

　Digital Recallの発想は、かつて「Mango Jam」というCDをプロデュースした経験を

生かしている。このCDは、８０年代のオールド・ソングを、作曲から演奏、アレンジまで

すべてセブアノがおこなったものである。昔はダサかったものが、時代を経るとクールに

なるという運動だった。「Local, Vocal, Loud, Proud」というスローガンがそこから生ま

れ、現在でも放送中に使っている。これは、セブ・ベースであるということ（セブの単一

局であるということ）、自分の欲さないことをきちんとリアクションすること、声高に、

誇りを持って発言すること、という意味である。これはコロニアルな状況に埋め込まれた

フィリピン人がナショナルな感情をもつためにも重要だし、とくにセブというローカルな

ポジションにおいて、マニラ発信の文化情報に否を唱えるときにも必要なことだ。」

（DYCD "Kiss FM"マネージャー）

　これは「聴く人」よりも「創る人」としての発言であるが、現在のKiss FMを開設した

本人である。セブのラジオ局は全国ネットワークのセブ・ローカル局というものが大半を

占める中、このKiss FMはセブの単一局であり、そのことがセブ発信の放送ということに

こだわる発言に反映されている。

　「DYDDはDYHHと同じく「バンタイ・ラジオ」と呼ばれているが、DYHHの方はセ

ブ島北部の町ボゴに最初にできた局で、セブ市内ではDYDDである。ニュースとパブ

リック・アフェア中心の番組構成で、…人気があるのは、朝のニュース番組である。オ

フィス・アワーは聴取率が下がり、夜はテレビ番組と競合になり、やはり負ける。そこで

現在、テレビ局の開設を目指している。フィリピンのテレビ局はほとんどすべてマニラ中

心だが、セブ発信のテレビ局を開設したい。テレビ局がマニラに集中するのは、何でもか

でもマニラ中心となるこの国のパターンだが、とくに放送関係では、ネイション・ワイド

の企業から広告を取り付けるためには、マニラからやってくる広告代理店に対する接待な

どが必要であることが関連している。それを拒否する場合、セブ・ベースの企業からの広
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告しか取り付けることができない。セブ発信のテレビ局を開設するということは、この何

でもマニラ中心という風潮に挑戦することである。（DYDD "Bantay Radyo"マネー

ジャー）

　生活レポート番組で定着度の高いBantay Radyoであるが、こちらもセブ発信の放送に

こだわりを見せる。しかもセブアノ語によるテレビ放送である。現在、フィリピンにおけ

るテレビ放送は英語かタガログ語であり、セブアノ語放送はない。最初、FM放送を望ん

だが、それが果たせないのは、セブのFM局が過密状態にあり、NTCが周波数を割り当

てきれないという事情による。このこと自体、セブアノ語による放送需要圏の確立を如実

に物語るものであるが、上記のマネージャはさらに、セブアノ語による発信がマニラ中心

主義というフィリピンにおけるメディア環境に新風をもたらすものであるという確信にも

とづいて発言している。先のKiss FMの開設者と重なる立場である。

　４　考察と展望－ラジオから見えてくるもの

　さいごに本稿全体をふりかえり、「制度的枠組と行為主体」の観点から若干の考察を加

えたい。

　セブにおけるラジオをめぐるメディア環境をとらえると、「行為体」としての聴取者の

姿が浮かび上がる。「主体」ではなくあえて「行為体」とするのは、カルチュラル・スタ

ディーズにおける以下の指摘が、多重メディア環境の人類学的研究においても重要である

と考えるからである。すなわち、「主体はしばしば自らが主体的な意志において自覚しな

いままに、つまり無意識にそれと知らずに、しかし具体的かつパフォーマティヴ（行為遂

行的）に構造の決定性を一時的にであれ「のりこえる」ことがある。言いかえれば、それ

として意識せずに行使される「主体」性」１３である。このような「行為体」としてのラジ

オ聴取者の姿は、ラジオから見えてくることの最初のとっかかりである。彼らは、メディ

アを受信するだけでなく、発信源に何らかの働きかけを行なうような場合も含め、メディ

ア環境との相互作用を生じさせる行動をとる。このような双方向的メディア行動は、ラジ

オを取り巻く外的制度の構造的な改変や転覆を企図した大がかりなものではなく、日常生

活の止むに止まれぬ状況から、手近にあるラジオというメディアに対して日々微細に働き

かけるような行動であるといえるが、そのようなミクロな立脚点からのメディア行動自体

を内から制度化する方向性を内包しており、それによって制度じたいが変質したり別の様

１３　［上野・毛利２００２：１０３］
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態へとシフトしたりする場合がある。これは、ラジオ放送によって「補完的」制度が生成

したり、ラジオの聴取圏が新たな共同体概念のもとに再編されたりする動きに見られる。

以下では、本研究の今後の展望もふくめて、ラジオとその行為体的聴取者から見えてくる

ものを考えたい。

　４－１　補完的「制度」としてのラジオ

　ボンボ・ラジオで私に医療費の高さを訴えかけた女性の行動は、生活苦情（相談）番組

という受け皿があって成立するものであった。じっさいボンボ・ラジオの入り口は彼女だ

けではなく他にも大勢の人がいた。そしてその後何度か足を運ぶたびに、この光景は繰り

返されることとなった。そしてこの光景は、ボンボ・ラジオに限らず、AM局であれば多

かれ少なかれ目にすることのできるものであった。

　実際にラジオ局の職員と話をすると、彼らの仕事の何分の一かは、このような「駆け込

み訴え」につきあうことで占められているのがわかる。DYHPにおける聞き書きにおい

ても、「局は最初、Park Place Hotel（当時はRaja Hotelといった）のビルにあったが、こ

のホテルは五つ星ホテルなので、スリッパ履きのリスナーがたくさん訪れるのを禁止し、

Gill Mallに移った後、現在のダウンタウンに移ってきた」といった移転の経緯が説明さ

れているが、それは換言すれば、スリッパ履きのリスナーがいつも局を出入りしていたと

いうことである。医療や行政のサービスが十分でない、役人や警官による不正で被害を

被っているといった日常生活上の苦情を、多くの市民はラジオ局に持ち込み、より妥当な

制度的環境を求める。それは、ボンボ・パトロールやバンタイ・レポートといった生活密

着番組に直結した事情聴取の機能をラジオというメディアが担っているからである。

　このことは、制度と個人の問題を考える上で、逆立した構図を提起する。機能主義的制

度論においては、個人は制度に拘束される存在であり、その拘束からいかに逃れるか、あ

るいは完全に逃れないまでもいかにつかず離れずの距離を保つかが問題となる。ところが

ラジオ局の門前に集う人々にとっては、拘束するほどまでにも関与しない制度との乖離が

生活上の苦情となっている。ラジオ局への「駆け込み訴え」行動からは、拘束される制度

から妥当に逃れる受動的な姿でなく、適正に機能しない制度の代替を要求する意図が読み

とれる。これはラジオというメディアの民族誌研究にあって、補完的「制度」を見出すた

めの実体論的視点といえよう。適正に機能しない制度の代替という点も、さらに論をすす

めるならば、住民にとってよりのぞましい制度的サービスとはいかなるものか、聴取者は

どのような制度的枠組を求めているのか、などについて考察を深めることができるし、場

合によっては新たな制度を作り替えるという能動的側面の可能性を見出しうるかもしれな

い。

　KBPのラジオ・コードの検討によって、メディアに関する自主規制団体の詳細が明ら

かになった。KBPにおける種々の放送水準の設定は、それ自体がひとつの制度として存
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在していた。しかしながらそれらは外的制度であると同時に、コミュニティへの情報提供

の影響の考慮や公的オピニオン形成など、「補完的」制度として、すなわち制度がコミュ

ニティ内で新たに生成する萌芽をも多々含んでいる。また、先に挙げたように音楽番組に

おける選曲の指定をしておきながら、罰則規定を設けていないがためそこからの逸脱をも

生成させる。この団体とその規約の実際の運用を詳細に把握することは、フィリピンにお

ける放送メディアの理解に不可欠である。本稿では十分にふれられなかったNTCは、歴

とした国家行政機関であり、さらにフォーマルな制度的部分を反映しているはずであり、

行為体的聴取者とのより動態的な相互作用が観察可能であるかもしれない。

　いまひとつはDJという存在についてである。彼らは、放送パーソナリティというにと

どまらず、ボンボ・パトロールやバンタイ・レポートの場合のように、社会的出来事に深

く関与し、それを報道という形で創造していく行為主体として措定することができる。

「駆け込み訴え」の場面においてもその存在は看過することができず、その実態を民族誌

的に詳細に記述していく必要があろう。

　４－２　仮想連帯を生み出すラジオ

　１９９７年の第三回欧州フィリピン学会における「地方的伝統とグローバリゼーションのは

ざまにおけるフィリピンのコミュニティ」と題するパネルの開催を前後して、現在、フィ

リピン社会における「コミュニティ」概念は、新たな検討の時期を迎えているといえる。

上記のパネルでは、移民コミュニティ、専業集団コミュニティ、民族的コミュニティ、都

鄙コミュニティ、地域的／領域的コミュニティ、国民的コミュニティなど、さまざまなレ

ベルでの「コミュニティ」を対象としながら、とりわけグローバリゼーションという現代

的潮流における文化的アイデンティティの問題に焦点があてられた。フィリピンにおける

固有のコミュニティの類型ならびに意義の当否はさておき、親族や宗教といった伝統的

チャンネル以外の新たなチャンネルをとおして、コミュニティの紐帯があらためて吟味さ

れるべきことが明らかとなってきたのである１４。

　言語共同体は、フィリピンにおいて民族集団に代替される傾向があった（"ethnic 

group"という用語の代わりに"ethno-linguistic group"という用語が多用されるのも、たと

えばアフリカ社会のように民族集団が弁別的に認識し得ないことの譲歩的表現である）。

「セブアノ」というコミュニティが既存のものとして存在するかどうかは、このような観

点からも検討を要する問題である。「セブアノ」という自称は、彼らの活動内容や対他関

係などによって臨機に「セブアノ」や「ビサヤ」、あるいは「フィリピノ」などに変更可

能な、柔軟な共同体概念であるからである。

１４　McDonald, Charles & Guillermo Pesigan eds. 2000 Old Ties and New Solidarities. Ateneo de 
Manila Univ. Press.
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　このようなコミュニティの自称に関する主体的選択を保証する知識的資源としてラジオ

を捉えることが可能である。ひとつにはセブアノ語放送を発信するバンタイ・ラジオをあ

げることができる。西ネグロス州とセブ州をカバーするこの放送局では、セブアノ語によ

る放送をポリシーの一つとして持っている。それは、フィリピンのメディア発信の大半が

フィリピン語ならびに英語でなされることへのプロテストであるとマネージャーは言う。

テレビに至っては完全にこの二語による発信がなされているため、現在、セブアノ語によ

るテレビ局の開設をめざしている。もうひとつは、聴取者参加番組もしくはリスナーの伝

言板コーナーにみられる特徴である。お誕生日おめでとう、田舎のおばあさん元気、と

いった簡単なメッセージが電話を通してリスナー本人から伝えられるコーナーであるが、

仕事や就学のためセブに住んでいるリスナーが、セブアノ語圏の郷里に語りかけるという

スタイルをとる。このコーナーで紹介されるメッセージはきわめて日常的なものであり、

メッセージの送り手と受け手があたかも一つ屋根の下で共住している場面で送受信される

メッセージであるかのようである。ラジオというメディアが「空間の超越」を果たしうる

とすれば、それはまた逆に「空間の創出」ともなり得るのである。

　さらに、筆者の現地調査滞在中、ある健康商品１５のCMが注目された。その健康商品は、

ウィークデイの毎朝定時に放送される健康番組のスポンサー会社の商品であったが、その

番組自体、その製品に適合するような症状をもつリスナーが電話相談をもちかけ、それに

パーソナリティが応じながら製品を勧めるという形の番組であった。そして番組の終わり

には、その商品を取り扱う店が各町村ごとに紹介されていくが、それは放送圏内のほとん

どすべての町（Municiparity）、さらにはバランガイごとという詳細さであった。じっさ

い各町村の公設市場には、最低一軒はこの商品を扱う店があり、聴取者は放送圏内の別の

町村へ行ってもその商品を店頭で見ることができる。あるいは実際に他の町村へ出かけな

くても、放送を聞くことによって遠隔地が次々と接続するイメージが喚起され、想像にお

ける「空間の創出」がなされるという効果を持つ。あるひとつの商品によって遠隔地の町

村名が長大に連続していくその取扱店のアナウンスは、聴取者が商品を実際に見るたびに

流通範囲のひろがりを想起させるわけであり、CMひとつとっても商品という具体性をと

もなって地域的広がりを実感できる仕掛けとして働いている。

　上記のような事例はすべて、ラジオ放送がその放送受信圏を仮想連帯として現出させる

局面として考えることができよう。メディアを通した仮構のコミュニティという新たな制

度的枠組が浮かび上がれば、今度はそれによって自己を規定するようなアイデンティティ

をもった「行為体的聴取者」が創出されることになる。近年の文化をめぐる議論において

も、あるローカリティに固定される文化像よりむしろ、脱領域化していく文化への注目が

高まりつつあり、このような文化論の観点から考えても、柔軟に再編を繰り返す共同体概

１５　Marbel Tahiboという滋養強壮薬。
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念について検討することは、意義ある課題であるといえよう。

　４－３　知識の存在拘束性

　三つ目に考えておかねばならないことは、ラジオというメディアのエスノグラフィーを

通して、人類学的知識の存在拘束性にアプローチする道程が明らかになるという可能性で

ある１６。文化人類学においては、フィールドワークを通して対象社会を理解することがな

されてきた。文献資料を補助的に利用することはあっても、当該社会の人類学的理解を推

進するために不可欠であるのはフィールドワークであり、観察、聞き書き（インタ

ビュー）などを通してフィールドワーカー自身の内に積み重ねられる経験こそが、現場で

自ら問い答える資産となるとされてきた。

　しかしながら、そのような観察やインタビューは、完全な無菌室でおこなわれる科学的

実験ではありえない。その意味するところは、人類学的知識もまた、ある一時代一社会の

限定的文脈の中に埋め込まれているということである。具体的に人類学的フィールドワー

クのインタビューの場面を考えてみよう。一問一答式の問い－答えのセットとは別に、イ

ンフォーマントに比較的長い語りを要求するようなケーススタディの場合、たとえば「去

年のフィエスタのときに、あなたが巻き込まれた喧嘩は、どのようなものだったのか」と

いった質問に対して、インフォーマントはおそらく詳細に語ってくれるであろう。人類学

者の側では、これはフィールドノートに書き留められるべき、人類学的資料の一部として

処理する。ところでこのインフォーマントにしてみれば、人類学者とはいかなる存在であ

り、なぜそのようなことを知りたがり、自分の語った話がいかに消費されるかといったこ

とについて、どのような認識を持っているのだろうか。もちろん彼らが人類学という学的

営みについて無知であると言おうとしているのではない。しかしこちらが問い－答えのさ

まざまなバリエーションを人類学的ルーチンとして用意しているのとは別のコンテキスト

で、彼らが読み解いているという側面を見逃してはならない。

　上記のような、人類学者にとってはケーススタディの収集場面で得られるような個人の

経験について、インフォーマント自身が微に入り細にわたって表現するのは、多重メディ

ア環境にあっては、彼らがメディアとのつきあいの中で獲得した技法の一つであると考え

１６　「人類学的知の存在拘束性」という問題については、伊藤泰信２０００「知の状況依存性について」『社会人類
学年報』（弘文堂）２６：９７－１２７、に大きく喚起されている。伊藤の述べる「存在拘束性」とは、世界的コン
テキスト（世界システム）におけるそれでありきわめてマクロな視点と方向性を含意しているが、本稿で、
多重メディア環境における人類学的知識の規定のされ方、制約の受け方を考慮する際にも、この指摘は示唆
を与えてくれる。伊藤論文は人類学的課題としての知識について包括的にあつかい、認知科学における「社
会分散認知」に対して「社会分散知」という語を新に提唱して読み替え、それ以前の「配分論」から「分散
知」への経路を独自に整序して人類学の議論に有意に引き寄せている。ついでながら、この伊藤の「配分論
→分散知」の議論は、筆者が「配分論→運用論」を考える際にも、書誌情報を得るうえでも、触発された点
が多くあった。



制度と行為体的聴取者―セブ市のラジオ放送から聞こえてくること／見えてくるもの― １１７

ることができる。「あなたが目撃した警官の暴力事件について語ってくれ」、「この村で要

求している道路の整備が遅れている事情を話してくれ」などなど、ボンボ・パトロールや

バンタイ・レポートなどで日々流されるインタビューを彼らは聞き知り、それに対する聴

取者の語りを耳にする。そしてそれを通してそのような類の質問への回答の仕方、その際

の表情の作り方や語調、さらには物語の演出の仕立て方などを獲得していくのである。こ

のような背景知識なしに、語り手は人類学者にはじめてその話を語ったと想定することは

困難であるし、ましてや人類学的フィールドワークでおこなわれる聞き書きがスムースに

進むのは人類学者の技量によるものだなどと過信することはできないはずである。むしろ

人類学的知識は常に、彼らの生活知識のコードにおいてのみ読み解かれ、成立しているも

のだといえる。であるとすれば、人々とメディアとのつきあいを明らかにすることは、人

類学的知識がよって立つ基盤を明らかにすることでもある。

　「行為体的聴取者」が姿をあらわすのは、まさにこのような種々の課題が噴出する地点

である。「行為体的聴取者」は、ラジオ・ネットワークの言説空間を多様なデコーディング

をともないながらも共有する、すなわち言説の資源を共有する。そこで共有されるのは政

治評論番組などの場合、直接的な制度批判がなされる場合もあるが、大多数は意図的な変

革を企図したものであるよりは、「期せずして」あるいは「やむにやまれず」生活上の苦

情を訴えるといったスタイルである。ところがこのことによって、「期せずして」代替的

制度が創出されたり仮想共同体が現出したりするのである。またラジオ・リスナーはつね

に固定された一局のみを聴取するのではなく選好的にメッセージを受信するが、この選好

的聴取の実態こそ、多重メディア環境における情報・知識の選択様式であるといえる。そ

の時その時でラジオ局を結節点とする当座のアイデンティティは、ノマディックに組み替

えられる。将来的ビジョンや計画性にもとづいてではなく、文化的コードを帯びた記号や

メッセージとして運動に参加し、そのことによって社会全体に差異と多様性の承認をせま

るような社会運動をさしてメルッチは「ノマド」と言ったが１７、制度との距離を可変的に

調節しながら流動的に組み替えていく「行為体的聴取者」の姿をも言い当てている。メ

ディアと向き合うという局面ににあっては、「ザッピング」する生活構築と呼ぶのがふさ

わしいかもしれない。チャンネルを小刻みに変えたり、早送りでビデオテープをレビュー

したりする選択的メディア受容のあり方には、現代世界において「制度を生きる」ことの

凝縮された実態をうかがい知ることができるのである。

 

１７　メルッチ、A．１９９７『現在に生きる遊牧民』岩波書店
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